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委第５号議案 

 

   つくば市議会会議規則の一部を改正する規則について 

 

 上記の議案を次のとおり提出する。 

 

  令和５年 11 月 30 日 

 

                   提出者 議会運営委員長 黒田 健祐  

 

   つくば市議会会議規則の一部を改正する規則 

 

つくば市議会会議規則（昭和62年つくば市議会規則第１号）の一部を次のように

改正する。 

第５条中第２項を第４項とし、第１項の次に次の２項を加える。 

２ 会期は、召集された日から翌年の３月末日までの間で定める。 

３ 前項の規定にかかわらず、議員の任期満了による一般選挙が行われる年の会期

は、召集された日から11月29日までの間及び当該一般選挙後最初に召集された日

から翌年の３月末日までの間で定める。 

第７条の次に次の２条を加える。 

（会議の種類等） 

第７条の２ 定例会において開く会議の種類は、次のとおりとする。 

(1) 開会会議 定例会の招集により開く会議 

(2) 定例会議 定例的に開く会議 

(3) 緊急会議 市長又は議員からの請求に基づき、緊急に開く会議 

(4) 閉会会議 定例会の閉会に際し開く会議 



 

２ 議長は、前項各号に定める会議の審議の期間（以下「審議期間」という。）に

ついて、当該各会議の初めに定める。 

（定例会及び緊急会議の開催等） 

第７条の３ 定例会は、４月に開会し、６月、９月、12月及び翌年の２月に再開す

る。ただし、再開の時期は、都合によりこれを変更することができる。 

２ 市長は、議長に対し、会議に付議すべき事件を示し、緊急会議の開会を請求す

ることができる。 

３ 議員は、議長に対し、会議に付議すべき事件を示し、緊急会議の開会を請求す

ることができる。 

４ 議長は、前２項の規定による請求があった場合は、請求のあった日の翌日から

原則として７日以内に緊急会議を開かなければならない。 

５ 議長は、定例会を開会するときは、開会する日の７日前までに、議員に当該日

を通知するものとする。 

６ 議長は、開会会議を除く各会議の再開の日の７日前までに、議員並びに市長、

教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員

会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委

任又は嘱託を受けた者に、当該日を通知するものとする。ただし、緊急を要する

場合は、この限りでない。 

 第15条中「同一会期中」を「同一の審議期間中」に改め、同条に次のただし書を

加える。 

ただし、事情の変更があったときは、この限りでない。 

 第19条第１項中「若しくは」を「又は」に、「、又は」を「及び」に、「承認」

を「許可」に改め、同条第２項中「若しくは」を「又は」に、「、又は」を「及び」

に改め、同条第３項中「前２項の承認」を「第１項又は第２項の許可」に改め、同

項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 議員が提出した事件及び動議につき前２項の許可を求めようとするときは、提



 

出者から請求しなければならない。 

第29条中「職員の点呼に応じて」を「議長の指示に従って」に、「所定の投票用

紙を投票箱に投入する」を「投票する」に改める。 

 第61条第４項を同条第６項とし、同条第３項中「前２項」を「第１項及び第３項」

に改め、同項を同条第５項とし、同項の前に次の１項を加える。 

４ 前項の質問は、各定例会議で行う。 

 第61条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の質問は、２月定例会議で行う。 

 第62条第１項中「前条第１項及び第２項」を「前条第１項及び第３項」に改め、

同条第４項中「前条第３項」を「前条第５項」に改める。 

第63条第１項中「第61条第１項、第２項及び第４項」を「第61条第１項、第３項

及び第６項」に改める。 

第64条中「会期中」を「審議期間中」に改め、同条ただし書中「主旨」を「趣旨」

に改める。 

第74条の３中「文書であらかじめ」を「あらかじめ文書により、」に改める。 

第74条の４第１項中「あらかじめ文書で申し出た者」を「前条の規定により申し

出た者（次項において「申出者」という。）」に、「、議会において定め」を「議

会において決定し」に改め、同条第２項中「あらかじめ申し出た者」を「申出者」

に改める。 

第75条第１項中第15号を第16号とし、第２号から第14号までを１号ずつ繰り下げ、

第１号の次に次の１号を加える。 

(2) 審議期間に関する事項及びその年月日時 

第75条に次の１項を加える。 

３ 会議録は、審議期間ごとに調製する。 

第99条ただし書中「、又は閉会中にあっては、議長が決定する」を「は、議長に

おいて決定することができる」に改める。 



 

   附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第19条の改正規定、第29

条の改正規定、第74条の３の改正規定及び第74条の４の改正規定は、公布の日から

施行する。 

 

 

（提案理由） 

通年議会の導入に当たり、必要な事項を定めるものである。 

 


